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１ 出願資格 

推薦入学を志願できるのは、令和８年３月に石川県内の中学校若しくはこれに準ずる学

校若しくは義務教育学校を卒業見込みの者で、次の(1)(2)(3)の推薦要件を満たし、中学校

長の推薦を得た者とする。また、合格の内定を得た場合に入学を確約できる者とする。 

  (1) 本校の総合情報ビジネス科を志望する動機、理由が明確かつ適切であること。 

  (2) 本校の総合情報ビジネス科に対する適性、興味及び関心を有すること。 

  (3) 調査書に優れた点や長所の記録を有すること。 

 

２ 推薦入学の募集人数 

総合情報ビジネス科   ４８名 

（本校の募集定員は、総合情報ビジネス科１６０名である。） 

  

３ 出願手続 

(1) 出願は、一人１校１学科に限る。 

(2) 志願者は、推薦入学願書に入学検定手数料2,200円を添え、中学校長を経由して本校校

長に提出する。 

(3) 入学検定手数料は、所定の額の石川県証紙を使用料（手数料）納入票に貼り、消印せずに提

出するものとする。 

なお、郵送による出願を希望する者は、簡易書留とし、宛先を明記した返信用封筒（110円分

の切手貼付）を同封し、期間内に必着で出願する。 

(4) 欠席日数が、中学校のいずれかの学年において年間30日以上の者は、志願者本人の希望によ

り、自己申告書を提出することができる。 

なお、自己申告書は、志願者本人が記入し、厳封の上、中学校長に提出する。その際、封筒

の表に在学又は出身中学校名と志願者氏名を記載する。 

 

４ 出願期間 

  出願受付期間は、令和８年１月30日（金）から２月３日（火）までとし、期間中の受付時

間は、午前９時から午後４時までとする。 

  ただし、土曜日及び日曜日は、受付をしない。 

  なお、郵送によるものは、簡易書留とし、期間内に到着したものに限り受け付ける。 

 

５ 検査科目 

  推薦入学の志願者について、面接を実施する。 

 

 



６ 検査日程 

(1) 実施期日  令和８年２月９日（月） 

(2) 実施場所  石川県立小松商業高等学校 

 (3) 実施時間   9：00 ～ 9：30   受  付 

9：30 ～ 9：45    氏名点呼及び注意事項の伝達 

9：45 ～ 10：00  面接について説明 

10：00 ～ 12：00   個人面接 

※災害等で日程が変更される場合は、本校のＨＰと県教育委員会学校指導課のＨＰに掲載する。 

 

(4) 当日の注意事項 

ア 当日必要なもの…受検票、筆記用具、内履き 

※ 携帯電話・スマートウォッチ等の通信機能及び計算機能等を備えた機器は、検査会場に

持ち込めません。 

イ 受検生は個人面接終了後、随時帰宅することができる。 

ウ 検査時間に遅れたときは、本校校長の許可を受けなければ受検できない。 

 

７ 受検場の下見 

  受検場の下見は実施しない。 

 

８ 入学者の選抜 

(1) 推薦入学志願者については、学力検査を行わない。 

(2) 中学校長から提出された推薦書、志願理由書及び調査書並びに面接の結果を総合的に判

断し、合格内定者を決定する。 

 

９ 合格内定者数の公表及び選考結果の通知等 

(1) 令和８年２月13日（金）午前10時、本校で合格内定者数を公表する。 

(2) 本校校長は、推薦入学選考結果通知書を令和８年２月13日(金)に各中学校長に送付する。 

また、合格内定者には、合格内定通知書を中学校長を通じて交付する。その際、推薦入

学の選考に漏れた生徒がいる中学校に対しては、推薦入学選考結果通知書の（付．入学検

定手数料(納入票)送付内訳）欄に、その数を記載して通知するとともに、該当生徒に係る

入学検定手数料(納入票)を併せて送付する。 

 

10 合格者の発表 

  合格内定者については、令和８年３月18日（水）正午、本校において、一般入学の合格者

とともに受検番号の掲示をもって行う。 

 

11 予備入学 

  令和８年３月23日（月）午後12時30分から受付をし、午後１時から本校にて行う。 

なお、保護者同伴とする。 

 

12 選考に漏れた者の取扱い 

選考に漏れた者で、再度公立高等学校の一般入学に志願しようとする者は、入学願書を

新たに作成し、先に送付された入学検定手数料(納入票)を添えて、受付期間内に志願する

学校・学科へ提出するものとする。 


